
陽春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。

日頃より、新大村駅周辺のまちづくりにご理解とご協力を賜り、誠に感謝いたします。

令和５年度は、昨年から調整させていただいていた町界町名変更の手続きを行うほか、各画

地の詳細な地積を確認していく、出来形確認測量を実施いたします。

また、区画整理後の新しい地番の付け直しについても進めていきますので、引き続き、よろ

しくお願いいたします。

なお、町界町名変更は、換地が新しい筆となる換地処分の手続きと同時に、効力を発生さ

せなければならないため、令和７年頃まで、現在の町名のまま使用します。

４ 換地設計から換地処分まで

【開催日時】令和５年２月６日（月曜日）

午後２時から午後３時まで

【場 所】大村市役所 第８会議室

【主な内容】・報告事項

仮換地指定の軽微な変更について

・その他

出来形確認測量の実施について

●ご挨拶

まちづくりニュース

[ 新大村駅周辺整備事業 ]

【令和5年４月】

―第１８号 ―
※今回、お知らせ致しました内容のほか、新大村駅周辺土地区画整理事業

に関し、ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【編集・発行】施行者： 大村市

（都市整備部 新幹線まちづくり課）

〒８５６－８６８６

長崎県大村市玖島一丁目２５番地

TEL：０９５７－５３－４１１１（内線601・467）

E-mail:sinkansen@city.omura.nagasaki.jp

１

● 第１5回新大村駅周辺土地区画整理審議会を開催しました。

４

換地設計（案）

仮換地指定

木杭等の設置

仮換地の引継ぎ

新築等工事施工

出来形確認測量

事業の施行に伴い、従前の宅地に代えて新た

に使用収益が出来る土地（仮換地）を指定するこ

とです。

宅地造成後の仮換地の引継ぎの際などに測

量を行っていますが、これは換地を設計し、机

上で測量計算をした座標の位置を現地に示す

ものです。

工事が概ね完了し、側溝などの構造物が施工さ

れ整理後の土地の境界がはっきりします。

決定した換地計画の内容を抵当権等を含めた

すべての関係権利者の皆様に通知いたします。

この「換地処分の通知」が完了すると県知事が

換地処分の公告を行い、翌日にその効力が発生

します。（町界町名変更と同時に効力発生）

換地計画～換地処分

完成した道路（街区）や宅地（仮換地）の位置、

形状及び地積などを再確認するための測量を実

施します。この測量の成果に基づき換地計画

（案）を作成します。

土地の売買や住所変更等について

事業に関する通知や書類等の送付先を把握しておく必要がありますので、土地区画整理

事業施行地区内の土地について、次のような権利変動等があった場合は、当課まで届け出

ていただきますようお願いいたします。

①土地の売買、贈与、相続等により所有権を移転された場合

②土地の分筆や合筆をされた場合

③土地について抵当権等を設定された場合

④住所を変更された場合

⑤借地権の申告や内容の変更をされた場合

● その他

令和５年４月 新大村駅東口
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新大村駅周辺土地区画整理事業

縮尺1：1,500
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２街区４画地

地上機器

仮換地分割箇所

５ー２街区１ー２画地

１５街区５画地

１６街区２画地

１７街区６画地

9街区1ー1画地,

緑地１ー１

緑地１－２

ごみｽﾃｰｼｮﾝ

※開発事業売払い用地１－１

仮換地

※JRに使用貸借(立体駐車場用地)

ごみｽﾃｰｼｮﾝ

地上機器

道路隅切り

植松公園

緑地

新大村駅西口駅前広場

(森のみち公園3)

新大村駅東口駅前広場

１号新大村駅公園１号新大村駅公園１号新大村駅公園
１号新大村駅公園

(森のみち公園1)(森のみち公園2)
(まちなか交流公園)

緑地3

緑地1-2

1-1

緑地2

※仮換地分割済

合計 4箇所 13箇所

-1

摘　要

3箇所

2箇所

道路隅切り

2箇所

道路隅切り(施行地区外の市有地)

①-３

①-１

①-２
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※開発事業売払い用地１－２

※開発事業売払い用地２－２

※開発事業売払い用地２－１

※開発事業売払い用地１－３

①-１

①-２

①-２

①-１

1-2画地,1-4画地

11街区1ー1画地

12街区1ー2画地

６街区１画地

７街区６画地

道路用地(隅切り)及びごみｽﾃｰｼｮﾝ用地(6街区1画地内)

ごみｽﾃｰｼｮﾝ用地及び地上機器用地(2街区4画地内)

ごみｽﾃｰｼｮﾝ及び地上機器(17街区6画地内)

地上機器(15街区5画地内)

地上機器(16街区2画地内)

(12街区1-2画地内)

-21

-11

ごみｽﾃｰｼｮﾝ用地(5-2街区1-2画地)

地上機器用地(7街区6画地内)

地上機器用地(8街区1-2画地内)

仮換地分割図(予定)
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ごみｽﾃｰｼｮﾝ及び地上機器

　
→

　
→

８街区１－２画地

用　地

用　地

(市有地)

＜ごみステーション用地の一例＞

●１７街区６－２画地

（上図面の東側地区：赤丸箇所）

ごみステーション用地

【令和２年１２月協議で決定】

●ごみボックスは、町内会で設置

（環境センターからの補助あり）
区6-2号線

ごみボックス

S=1:100(１７街区６ー２画地)

(コンテナ格納 )

不燃物・資源物置場

隣地境界線

ごみｽﾃｰｼｮﾝ施設配置図

Co

s

ごみｽﾃｰｼｮﾝ用地地上機器用地

ごみボックス ごみボックス

第２７班掲示板

目かくしフエンス(H=１.５m)

目かくしフエンス(H=１.２m)

● 出来形確認測量の実施について● 仮換地指定の軽微な変更について

２ 地積の表示について

皆様に行った「仮換地指定通知」では、地積が「約」で表記されていますが、「出

来形確認測量」後は、小数点第二位まで表示して、宅地として登記できるように準

備します。

当初の

換地設計（案）

換地や清算金などの権

利を確定する

換地計画（案）

測設をもとに、

新築工事等の施工
（施工上の誤差が

生じることがある）当初の設計(座標)を用い、
現地へ、位置を示す(測設)

地区内全てに塀や側溝などが出来たので、

現地を再確認(測量)し、計画に反映する
（権利の不均衡があれば、清算金に反映される）

［画地確定測量］

（測設・仮換地引継ぎ）

［出来形確認測量］

設計(計画)を、現地へ 現地を実測し、計画へ

「仮換地変更願による変更で、他の換地に影響を及ぼさないもの」については、第１０回の審議

会にて、施行者だけで仮換地の分割等をできる同意をいただいております。

これを受け、第１５回の審議会では、市有地の仮換地から、ごみステーション用地などになる予

定の土地を分割し終え、仮換地指定の変更を終了いたしました。

【赤色：ごみステーション 青色：地上機器用地 灰色：道路隅切用地】
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３ 出来形確認測量の実施について

令和５年度中に、出来形確認測量を実施する予定です。

制度上、区画整理施行地区内は、換地設計により筆界が決められているもので、

権利者様の立会いは必要ありません。

ただし、測量作業につきましては、皆様の土地へ立入らせていただくことになり

ますので、事前に日程などをお知らせいたします。

ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

3

（例） 約２００（㎡） ２００．２５（㎡）

軽微な変更をした箇所

14街区2画地、15街区2画地、同5-1、同 5-2、16街区 2-1 画地、同2-2、17街区6-1 画地、同6-2、6街区1-1画地、

同1-2、同 1-3、7街区6-1 画地、同6-2、7街区2画地、2街区2画地、同5、同3、同4-1、同 4-2、同 4-3

１ 出来形確認測量とは？

宅地造成後の仮換地の引継ぎの前に、換地設計の座標を現地に示すことを「画地確定測量｣

と言いますが、その後、周辺の道路工事や権利者による新築外構工事等が終わった後に、現

地にて位置、形状、地積を改めて確認し、「画地確定測量」の成果と照合、点検することを「出

来形確認測量」といいます。

区画整理事業では、出来形確認測量の成果にて換地計画を作成し、新しい筆を一括して

登記することが一般的で、当地区でも同様に行う予定です。

地区内全てに塀や側溝などが完成していますの

で、現地を再確認（測量）し、計画に反映する

（権利の不均衡があれば、清算金に反映される）


